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宮城県では，東日本大震災により被災された中小企業組合の共同施設・設備の復旧を支援

するため，「平成２３年度被災中小企業組合等共同施設等復旧支援事業」を実施するにあた

り，「交付申請書」の提出について，以下のとおり公募を行います。 

 

１１１１    事業事業事業事業のののの目的目的目的目的    

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において，「激甚災害に対処するため

の特別の財政援助等に関する法律」（以下「激甚法」という。）第１４条の規定に基づ

く補助事業の実施とともに，当該補助事業で補助要件に該当しない，あるいは補助対

象として規定のない中小企業組合等の被災共同施設等の復旧事業に要する経費（以下

「災害復旧事業費」という。）に対しても県単独で補助を行うことにより，県内被災

中小企業組合のさらなる復旧を促進することを目的とします。 

    

２２２２    公募公募公募公募のののの要件要件要件要件    

◆ 補助補助補助補助のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる中小企業組合中小企業組合中小企業組合中小企業組合等等等等のののの種別種別種別種別    

補助の対象となるのは，事業協同組合，事業協同小組合，協同組合連合会，協業組

合，商工組合及び商工組合連合会の他，企業組合，信用協同組合及び商店街振興組合

（以下「組合等」という。）とします。 

 

◆ 補助補助補助補助のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる施設施設施設施設    

上記の組合等の所有する被災した共同施設のうち，下記の範囲が補助の対象となり

ます。 

【【【【共同施設共同施設共同施設共同施設のののの範囲範囲範囲範囲】】】】    

（（（（１１１１））））建物  

（（（（２２２２））））建物以外の工作物 

（（（（３３３３））））土地（土地の復旧等に限り，新規の用地取得を含まない。） 

（（（（４４４４））））設備（業務に不可欠な機械及び装置(道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５ 

号）に定める特殊自動車及び特種用途自動車を含む。）を含む。） 

 

  なお，災害を受けた共同施設の残存物件の取壊しに要する費用，整地費，排土費を附

帯工事費として算入するものとする。 

 

※設備とは次に示すものを対象とします。専ら組合事業のために用いられ，組合組合組合組合等等等等

のののの固定資産固定資産固定資産固定資産やややや償却資産償却資産償却資産償却資産としてとしてとしてとして資産計上資産計上資産計上資産計上されていることがされていることがされていることがされていることが公的公的公的公的にににに確認確認確認確認できることできることできることできることがががが

必要必要必要必要ですですですです。 

①建物の附属設備のうち独立しているもの 

②機械及び装置（共同施設に付属するもの。工具，器具及び備品を含まない。）の

うち業務に不可欠なもの 

③下記のいずれかに該当する車両で業務に不可欠なもの（次の【【【【共同施設共同施設共同施設共同施設のののの種類種類種類種類とととと    

内訳内訳内訳内訳】】】】の（２），（３）に該当する場合に限る。） 
・特殊自動車：道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１ 

中の大型・小型特殊自動車 

   ・特種用途自動車：「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いに 

     ついて（平成２０年国自技第２４８号）に規定された特種用途自動車 

 



【【【【共同施設共同施設共同施設共同施設のののの種類種類種類種類とととと内訳内訳内訳内訳】】】】    

補助の対象となる共同施設は以下に規定されるものです。 

（（（（１１１１））））組合が所有し，専ら組合事業に使用される組合会館及び組合事務所 

（（（（２２２２）（）（）（）（１１１１））））のほか，激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行 

令（以下「激甚法施行令」という。）第２７条に規定する倉庫，生産施設，加工 

施設，販売施設，検査施設，共同作業場及び原材料置場に該当しないその他の共

同施設で組合事業に必要不可欠なもの 

（（（（３３３３））））信用協同組合，企業組合及び商店街振興組合においては，激甚法施行令第２７ 

条に規定する倉庫，生産施設，加工施設，販売施設，検査施設，共同作業場及び 

原材料置場に該当する共同施設で組合事業に必要不可欠なもの 

    

 （参考）共同施設の種類 

共同施設共同施設共同施設共同施設のののの種類種類種類種類    共同施設共同施設共同施設共同施設のののの内訳内訳内訳内訳    

    

                                                                                        

国

庫
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業

対

象

施

設 

    

    

（１）倉庫 商業倉庫，製品倉庫，原材料倉庫，備品倉庫その

他の商業，工業，鉱業，運送業，サービス業その

他の事業の用に供する倉庫    

（２）生産施設・加工 

施設 

鉱業施設，製造業（日本標準産業分類大分類Ｅ分

類番号 0911～3299）の用に供される製造施設    

（３）販売施設 

 

共同市場，共同店舗，教養文化施設，スポーツ施

設，アーケード，カラー舗装，駐車場，イベント

広場，公園，緑地，公衆便所，その他商店街の機

能を高める施設    

（４）検査施設 
 

製品検査施設，原材料検査施設，機械装置検査施

設，車両運搬具検査施設，工具検査施設，器具検

査施設，備品検査施設，臨床検査施設    

（５）共同作業場 

 

配送センター，出荷施設，集荷施設，廃棄物処理

施設，共同車検場，こん包場    

（６）原材料置場 

 

原材料受入れ施設,  原材料貯蔵施設,  原材料運

搬施設    

基基基基

金金金金    

事事事事

業業業業    

対対対対

象象象象

施施施施

設設設設    

（（（（７７７７））））事務所事務所事務所事務所・・・・会館会館会館会館    

    

組合が所有し，専ら組合事業に使用されるもの 

（（（（８８８８））））そのそのそのその他他他他    上記（１）～（７）に属さない共同施設で組合事

業に必要不可欠なもの（特殊自動車及び特種用途

自動車を除き，補助対象とする共同施設に付属又

は密接に関連しない単独の設備等は対象としな

い） 

    

※※※※企業組合企業組合企業組合企業組合，，，，信用協同組合及信用協同組合及信用協同組合及信用協同組合及びびびび商店街振興組合商店街振興組合商店街振興組合商店街振興組合はははは上記上記上記上記表表表表中中中中のののの（（（（１１１１））））からからからから（（（（８８８８））））までまでまでまで

にににに該当該当該当該当するするするする共同施設共同施設共同施設共同施設がががが補助補助補助補助のののの対象対象対象対象となりますがとなりますがとなりますがとなりますが，，，，そのそのそのその他他他他のののの組合組合組合組合においてはにおいてはにおいてはにおいては表中表中表中表中のののの

（（（（７７７７），（），（），（），（８８８８））））だけだけだけだけがががが補助補助補助補助のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる共同施設共同施設共同施設共同施設ですですですです。。。。 

    

◆ 補助補助補助補助のののの要件要件要件要件    

  以下以下以下以下のののの要件要件要件要件をををを全全全全てててて満満満満たたたたしたしたしたした組合組合組合組合等等等等のののの被災共同施設被災共同施設被災共同施設被災共同施設がががが補助補助補助補助のののの対象対象対象対象となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

     企業組合等，本事業で新規に対象となる組合においては，激甚法施行令第２７条 



に規定する共同施設も補助対象とするほか，複数の共同施設を対象とする場合は， 

施設ごとの事業実態から補助要件を確認します。 

 また，組合会館及び組合事務所において，他団体の長期入居や員外利用者の利用率

が一定割合を超える部屋等がある場合は，補助対象とする面積から当該箇所面積を除

きます。 

   （（（（１１１１））））被災した共同施設の災害復旧事業費が１００万円以上であること。 

（（（（２２２２））））共同施設のうち組合会館及び組合事務所においては，施設内で員外利用者の利用 
率が利用者全体の２０％を超えない箇所であること。 

（（（（３３３３））））組合等の運営上，経済効果の小さい共同施設及び規模又は能力が組合等の利用 

            構成員(協業組合にあっては，組合員。組合連合会にあっては，その会員たる組 

合の組合員を含む。)の規模，利用量に比べて著しく大きい共同施設に該当しな 

いこと。 

    ①①①①経済効果経済効果経済効果経済効果のののの小小小小さいさいさいさい共同施設共同施設共同施設共同施設：：：：次のいずれかに該当するものです。    

ⅰ．利用者（組合員以外を含む。）が利用構成員の３０％未満であるもの 

      ⅱ．利用構成員が資格事業の一部を実施する際利用する組合等の共同施設ではな 

いもの 

      ⅲ.定款に記載された組合等の事業を行うために利用される共同施設ではないも 

     の 

    ②②②②規模又規模又規模又規模又はははは能力能力能力能力がががが当該施設当該施設当該施設当該施設をををを利用利用利用利用するするするする利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員のののの規模規模規模規模やややや利用量利用量利用量利用量にににに比比比比べてべてべてべて著著著著しくしくしくしく    

大大大大きいきいきいきい共同施設共同施設共同施設共同施設:::: 次のいずれかに該当するものです。    

ⅰ．利用構成員全体の事業規模が共同施設の能力の８０％未満である施設 

この要件の確認については，立証資料と併せて補助要件を満たす旨の説明文

書を必ず添付願います。 

員外利用がある場合はその概要についても説明願います。 

なおなおなおなお，，，，事業規模事業規模事業規模事業規模のののの比較比較比較比較においてにおいてにおいてにおいて，，，，組合員以外組合員以外組合員以外組合員以外のののの利用者利用者利用者利用者のののの利用利用利用利用割合割合割合割合がががが共同施設利共同施設利共同施設利共同施設利

用者全体用者全体用者全体用者全体のののの２０２０２０２０％％％％をををを超超超超えるえるえるえる施設施設施設施設もももも本要件本要件本要件本要件にににに抵触抵触抵触抵触しますしますしますします。。。。 

   ⅱ．共同施設を利用する利用構成員が総利用構成員の３０％未満である施設 

（（（（４４４４））））次のいずれかに該当すること（信用協同組合信用協同組合信用協同組合信用協同組合はははは本要件本要件本要件本要件のののの適用対象適用対象適用対象適用対象からからからから除除除除きますきますきますきます。。。。） 

      ①①①①共同施設の災害復旧事業費の総額を利用構成員の数で除して得た額が１０万 

円以上であること 

   ②②②②被災区域内に事業所を有し，その所有する事業所または主要な事業用資産につ

いて，全壊，流失，半壊，床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた利用構成

員数が利用構成員総数の３割を超えている組合の共同施設であること 

    

３３３３    事業事業事業事業のののの実施期間実施期間実施期間実施期間    

原則として，平成２４年３月３１日までとします。 

 

４４４４    補助補助補助補助のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる経費経費経費経費    

◆ 災害復旧事業費災害復旧事業費災害復旧事業費災害復旧事業費のののの範囲範囲範囲範囲 

災害復旧事業費は，被災共同施設被災共同施設被災共同施設被災共同施設をををを原形原形原形原形にににに復旧復旧復旧復旧するものするものするものするものとして現在適正単価により 

算出することを原則とします。 

ただし，現行法規への抵触や社会的慣習の変化等の事情により，原形に復旧するこ 

とが不可能な場合においては，従前の効用を復旧するための共同施設にするものとし

て算出し，地形の変化等特段の理由により原形に復旧することが著しく困難であるか

または不適当である場合においては，当該共同施設に代わるべき必要な共同施設にす

るものとして，必要最小限必要最小限必要最小限必要最小限のののの範囲範囲範囲範囲で算出します。 

修復可能な共同施設にもかかわらず，取り壊して再建築する場合は，特段の理由が



ない限り災害復旧事業費を補助の対象とすることはできませんが，再建築に係る事業

費とは別に修理を行った場合の見積書を取得して，当該事業費を限度に補助対象とす

ることは可能です。 

また，移築する場合は，移転に要する経費は補助の対象に含みません。 

他他他他のののの補助金補助金補助金補助金やややや保険金等保険金等保険金等保険金等とととと併用併用併用併用してしてしてして災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業をををを行行行行うううう場合は，その旨と利用状況の

詳細を事業計画書又は別紙に明記し，二重交付を避けるため当該金額を災害復旧事業

費から差し引いた額で災害復旧事業費を算出します。 

なお，災害復旧事業費とは次に掲げる工事費とします。 

    

（（（（１１１１））））本工事費本工事費本工事費本工事費    

 

事業の主体をなす施設の工事（工事に必要な仮設工事を含

む。）の施工に直接必要な労務費及び材料費（材料の運搬

費及び保管料を含む。）並びに機械器具損料,営繕損料の

ほか下記の諸経費率に基づく諸経費を含む。 

    

（（（（２２２２））））附帯工事費附帯工事費附帯工事費附帯工事費    

 

本工事費に附帯して設ける工事（工事に必要な仮設工事を

含む。）に要する経費（下記の諸経費率に基づく諸経費を

含む。） 

    

（（（（３３３３））））設備費設備費設備費設備費    

 

組合業務に不可欠な機械及び装置の費用。（据付費を含

む。） 

（（（（諸経費率諸経費率諸経費率諸経費率：：：：建物復旧建物復旧建物復旧建物復旧１５１５１５１５％％％％以内以内以内以内，，，，工作物復旧工作物復旧工作物復旧工作物復旧１５１５１５１５％％％％以内以内以内以内，，，，設備復旧設備復旧設備復旧設備復旧００００％）％）％）％）    

 

なお，災害を受けた共同施設の残存物件の取壊しに要する費用，整地費，排土 

費を附帯工事費として算入するものとします。 

 

◆ 災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業のののの事前事前事前事前着工着工着工着工    

組合等の共同施設の災害復旧事業が補助の要件を満たすものであって，交付申請の

前に着手されている場合についても，確認調査により被害状況を確認した上で適正と

認められれば補助の対象とすることができます。 

ただし，交付申請が災害復旧事業の着工の前か後かにより，提出する添付資料が異 

なりますのでご注意ください。 

         

◆ 適用除外適用除外適用除外適用除外    

次に掲げるものは，補助の対象としません。 

（（（（１１１１））））工作物及び土地で当該施設を復旧しなくても他の施設等に被害を及ぼす恐れの 

ないものまたは業務上，治安上放置しても支障がないと認められるもの    

（（（（２２２２））））申請前着工を行ったもののうち写真等の資料により，被災事実の確認できない 

もの 

（（（（３３３３））））災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの（この場合の 

工事施工中に生じた災害とは，工事請負契約書に記載された着工の日から引き渡 

し完了の日までの間に生じた災害をいう。） 

（（（（４４４４））））工事が粗漏である場合における手直し等に要する経費    

    

◆ 消費税消費税消費税消費税のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい    

補助金は，その制度上，実質的に負担の生じない分の消費税相当額に対し交付する

ことは適切ではありません。 

消費税の確定申告において，補助事業に係る消費税が仕入税額控除されることが見

込まれる場合は，申請時点に金額が判明している場合のみ，交付申請書に補助金所要

額から消費税等仕入控除税額を減額した額を補助金額として記入し，消費税等仕入控



除税額の積算内訳を別紙として添付願います。 

ただし，申請時点で消費税等仕入控除税額が明らかでない場合はこの限りではあり

ませんが，補助金の交付決定がされた後の実績報告か消費税等仕入控除税額の確定の

際に金額を報告する必要があり，補助金の支出後であっても，消費税等仕入控除税額

分の返還を求めることがあります。 

    

５５５５    確認調査確認調査確認調査確認調査    

            補助金交付申請書の提出後，被災共同施設の確認調査を行います。 

   確認調査によって補助の要件を確認し，補助補助補助補助のののの対象対象対象対象としてとしてとしてとして適正適正適正適正とととと認認認認められためられためられためられた災害復災害復災害復災害復

旧事業旧事業旧事業旧事業にににに対対対対してしてしてして補助金補助金補助金補助金がががが交付交付交付交付されますされますされますされます。。。。 

 調査は原則的に書面審査により行うものとしますが，補助金額が１億円以上か，現

地調査が特に必要な場合等についてはこの限りではありません。    

災害復旧事業の内容に不明な点や疑義がある場合は，申請書内容の差し替えや添付 

資料の追加を求めることがあります。 

    

６６６６    補助金補助金補助金補助金のののの率率率率    

   補助金の額は，予算の範囲内において，補助対象経費の１／２または補助の上限額

である２，０００万円のいずれか低い額とします。 

  交付申請の際は，原形復旧のために必要な最小限の災害復旧事業費に基づき補助金

額を算出願います。 

   

７７７７    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

    

補助金交付申請補助金交付申請補助金交付申請補助金交付申請のののの募集開始募集開始募集開始募集開始    平成２３年１１月８日（火） 

補助金交付申請補助金交付申請補助金交付申請補助金交付申請のののの募集締切募集締切募集締切募集締切    平成２３年１１月２８日（月） 

午後５時００分（（（（必着必着必着必着）））） 

確認調査確認調査確認調査確認調査    交付申請提出後随時実施 

 交付決定交付決定交付決定交付決定 

          

平成２３年１２月下旬を予定 

実績報告実績報告実績報告実績報告    

 

平成２４年４月初旬まで 

事業施工済の場合は完了後随時受付 

完了検査完了検査完了検査完了検査 事業施工終了後随時 

補助金交付補助金交付補助金交付補助金交付 平成２４年５月ごろ 

    

 

８８８８    交付申請交付申請交付申請交付申請    

県が別に定める「被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付要綱」に規定 

する「被災中小企業組合等共同施設等復旧支援費補助金交付申請書」及び「補助事業計

画書」各様式に注釈注釈注釈注釈にににに従従従従いいいい必要事項を記入の上，下記の添付書類を添えて申請願いま

す。 

  災害復旧事業の内容が補助の対象となることを立証するため，施工業者とも協力の 

上，できるできるできるできる限限限限りりりり詳細詳細詳細詳細なななな資料資料資料資料のののの添付添付添付添付をお願いします。 

    交付申請交付申請交付申請交付申請にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては，，，，図面等図面等図面等図面等添付資料添付資料添付資料添付資料とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性とととと第三者第三者第三者第三者へのへのへのへの事業内容事業内容事業内容事業内容のののの説明説明説明説明でででで

あることをあることをあることをあることを念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いてわかりやすくいてわかりやすくいてわかりやすくいてわかりやすく正確正確正確正確にににに記入願記入願記入願記入願いますいますいますいます。。。。 

 

【【【【添付書類添付書類添付書類添付書類】】】】    



（（（（１１１１））））被災被災被災被災をををを証証証証するするするする書類書類書類書類        

り災証明書・被災証明書，被災箇所全てを記録した詳細写真等（例：全ての

クラックや破損したパネル枚数が確認できる遠景・近景写真），被災箇所を明記

した図面，設備等を入替する場合は，修理不能とする根拠資料（修理業者の押印

した修理できない旨の説明書が添付されている等），その他被災を具体的に証す

る書類 

（（（（２２２２））））被災前被災前被災前被災前のののの状況状況状況状況をををを証証証証するするするする書類書類書類書類 

例：固定資産課税台帳固定資産課税台帳固定資産課税台帳固定資産課税台帳（（（（市町村市町村市町村市町村のののの発行発行発行発行するするするする公的公的公的公的なななな内容証明書内容証明書内容証明書内容証明書）））），，，，償却資産課税償却資産課税償却資産課税償却資産課税

台帳台帳台帳台帳（（（（市町村市町村市町村市町村のののの発行発行発行発行するするするする公的公的公的公的なななな内容証明書内容証明書内容証明書内容証明書）））），，，，減価償却計算書減価償却計算書減価償却計算書減価償却計算書（（（（税務申告書税務申告書税務申告書税務申告書），），），），

不動産登記簿謄本不動産登記簿謄本不動産登記簿謄本不動産登記簿謄本，，，，減価償減価償減価償減価償却台帳却台帳却台帳却台帳，，，，高度化事業実施計画書（添付書類を含む），

建築物定期報告書，工事請負契約書，売買契約書，建築確認申請書またはこれらこれらこれらこれら    

のののの書類書類書類書類とととと同程度同程度同程度同程度のののの証明証明証明証明がががが可能可能可能可能なななな書類及書類及書類及書類及びびびび共同施設関係図面共同施設関係図面共同施設関係図面共同施設関係図面    

（太字部分太字部分太字部分太字部分はははは必必必必ずずずず添付添付添付添付するするするする資料資料資料資料としますとしますとしますとしますが，その他上記の全てを必要とはしませ

ん。ただし，状況状況状況状況にににに応応応応じてじてじてじて被災共同施設被災共同施設被災共同施設被災共同施設のののの規模規模規模規模・・・・構造構造構造構造，，，，所有状況及所有状況及所有状況及所有状況及びびびび利用状況利用状況利用状況利用状況のののの

立証立証立証立証ができるものができるものができるものができるものとしてください。） 

（（（（３３３３））））被災前被災前被災前被災前のののの事業規模事業規模事業規模事業規模とととと利用状況利用状況利用状況利用状況にににに係係係係るるるる書類書類書類書類    

被災共同施設の目的と利用形態を証し，当該施設・設備の従前従前従前従前のののの能力能力能力能力とととと

従前従前従前従前のののの利用構成員全体利用構成員全体利用構成員全体利用構成員全体のののの事業規模事業規模事業規模事業規模がががが比較比較比較比較できるできるできるできる資料資料資料資料及び利用構成員全体

のうち当該施設を利用する利用構成員利用構成員利用構成員利用構成員のののの数数数数とととと利用状況利用状況利用状況利用状況（員外利用者員外利用者員外利用者員外利用者がいるがいるがいるがいる共共共共

同施設同施設同施設同施設のののの場合場合場合場合はははは, , , , そのそのそのその利用数利用数利用数利用数とととと利用状況利用状況利用状況利用状況をををを含含含含むむむむ。。。。）を説明できる別添説明文書及別添説明文書及別添説明文書及別添説明文書及びびびび根根根根

拠拠拠拠資料資料資料資料 

（例①：生産施設において可能な年間最大生産量や設備能力を記載したカタログ

等，組合等の実際の年間生産量の記録及び当該生産施設を利用している組合員

数を示した使用記録 

例②：組合会館の研修室の年間の利用状況及びその利用者の記録，年間利用者

のうち員外利用者が占める割合（事業規模の比較のため，人員・団体数に限ら

ない）を示す資料 

（（（（４４４４））））    災害復旧事業費災害復旧事業費災害復旧事業費災害復旧事業費にににに係係係係るるるる書類書類書類書類    

             ○○○○交付申請交付申請交付申請交付申請後後後後にににに災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業にににに着手着手着手着手するするするする場合場合場合場合    

・２２２２者者者者からからからから徴徴徴徴収収収収したしたしたした見積書の写し 

※見積内容の整合のため，１者より見積徴収後，同内容で他者から徴収 

する方法が簡便です。一式計上ではなく，各見積項目の単価計算等が明 

確になるものとしてください。 

○○○○交付申請交付申請交付申請交付申請前前前前にににに災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業にににに着手着手着手着手しているしているしているしている場合場合場合場合    

・災害復旧事業に着手した際の見積書の写し    

・災害復旧事業に係る請負契約書の写し 

・災害復旧事業に係る支払関係資料 

・災害復旧事業が終了しているときは被災箇所と対応する工事等完了写真 

○○○○共共共共通通通通のののの添付書類添付書類添付書類添付書類    

・復旧対象設備の仕様等がわかるカタログや取扱説明書等 

・復旧工事に係る図面（見積書等と整合するもの） 

・災害復旧事業費の支出を承認した旨の組合等の総会議事録若しくは理

事会議事録の写し 

 

○○○○原原原原型型型型復旧復旧復旧復旧にににによよよよらないらないらないらない災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業災害復旧事業のののの場合場合場合場合    

・原形復旧によらない災害復旧事業を補助の対象とする場合は，任意の 

理由書を別途添付願います。 

・著しい被災により，補助対象外施設を含む災害復旧事業とする場合は， 



補助対象となる事業費を明確にするため，各施設の災害復旧事業費の積 

算見積書等，全体復旧計画等に係る資料を添付願います。 

（新築の場合は面積按分積算，補修の場合は施設別積算する等，補助対 

象施設分の災害復旧事業費の算出に資するものを添付） 

・規模を縮小して復旧する場合は，縮小後の規模が適正であることを確 

認するため，従前の施設の能力や利用状況及び縮小後の施設の能力を証 

する書類を添付願います。 

（（（（６６６６））））組合組合組合組合等等等等のののの現現現現況況況況をををを証証証証するするするする書類書類書類書類    

組合定款（震災時点で最新のもの）の写し，組合員名簿（震災時点で最新のも

の）の写し，商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（発行後３カ月以内のもの），

直近の決算報告書（財務諸表を含む） 

（（（（７７７７））））そのそのそのその他他他他知知知知事事事事がががが必要必要必要必要とととと認認認認めるめるめるめる書類書類書類書類    

 

９９９９    提出提出提出提出期限等期限等期限等期限等    

（（（（１１１１））））提出提出提出提出期限期限期限期限    

平成２３年１１月２８日（月） 午後５時００分 必着必着必着必着    

                        ※上記提出期限を過ぎての提出は，いかなる理由があっても受付でき 

ません。 

（（（（２２２２））））提出提出提出提出部数部数部数部数    

正本正本正本正本１１１１部部部部    

（（（（３３３３））））提出先提出先提出先提出先    

必ず宮城県宮城県宮城県宮城県中小企業中小企業中小企業中小企業団団団団体中体中体中体中央央央央会会会会をををを通通通通じてじてじてじて当課あて提出願います。 

〒９８０－００１１ 仙台市青葉区上杉１丁目１４－２  

宮城県商工振興センター１階 

【電話 ０２２（２２２）５５６０】 

 

宮城県 経済商工観光部 商工経営支援課 商工団体指導班 

〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町３丁目８－１ 

【電話 ０２２（２１１）２７４３】 

  

10101010    注注注注意意意意事事事事項項項項    

                                                                    以下のいずれかに該当した場合は，補助金交付決定の全部または一部を取り消す 

               ことがあります。既に補助金が交付されているときは，補助金を返還していただくほ 

か，内容によっては刑事罰が適用される場合もありますので留意願います。 

（（（（１１１１））））交付申請後，災害復旧事業内容の変更や組合員の増減等により補助の要件を 

満たさなくなった場合 

（（（（２２２２））））偽りやその他不正な手段により補助金の交付を受けた，または受けようとし 

た場合 

（（（（３３３３））））補助金を補助対象である災害復旧事業以外の用途に使用した，または使用し 

ようとした場合 

（（（（４４４４））））補助金の交付決定の内容やこれに付した条件，その他法令若しくは補助金交 

付要綱に基づく命令等に違反した場合 

 


